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入札説明書 

１ 発注者 

社会福祉法人ともかわさき 理事長 桑原 賢治 

 

２ 業務内容 

（１）委託業務名 

令和６年度ライブリー・わたりだ給食業務委託 

（２）対象施設名 

障害者短期入所事業所「ライブリー」 

障害福祉サービス事業所「わたりだ」 

神奈川県川崎市川崎区渡田１－１５－５ 

（３）業務内容 

仕様書（別紙１）のとおり 

（４）契約期間 

仕様書（別紙１）のとおり 

 

３ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

入札に参加する者（以下「入札者」という。）は、次に掲げる要件をすべて満

たす者であること。 

（１）２０２３年１２月現在において、神奈川県内の障害者施設における給食業

務委託の実績があること。 

（２）法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がな

いこと。 

（３）厚生労働省作成の「大量調理施設管理マニュアル」に準じる自社の衛生管

理マニュアルに基づき調理業務を行っていること。 

（４）各省各庁及び政府関係法人、地方自治体等から取引停止又は指名停止処分

等を受けていない者（理事長が特に認める場合を含む。）であること。 

（５）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり適正

な契約の履行が確保される者であること。 

（６）過去３年の間に集団給食業務において、食中毒による営業停止を受けてい

ないこと。 

（７）常時、安全で安心な食料の確保ができること。 

 

４ 入札説明会の日時、場所 

実施しない。 

 

５ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国内通貨に限る。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

設けない。 

（２） 契約保証金 

設けない。 
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７ 誓約書等の作成等 

（１）誓約書兼入札参加申込書 

入札者は前記３について誓約するため、誓約書兼入札参加申込書（様式第

１号）を作成しなければならない。また、誓約書等の作成に要する費用は、

すべて入札者の負担とする。 

（２）誓約書等の提出 

ア 入札者は誓約書等１部を提出しなければならない。 

イ 入札者は提出した誓約書等の引換え、変更又は取消しをすることはでき

ない。 

（３）誓約書等の提出期限 

令和６年１月２３日（火）１５時まで 

（４）誓約書等の提出場所 

〒２１０－０８３７神奈川県川崎市川崎区渡田１－１５－５ 

社会福祉法人ともかわさき ライブリー 

 

８ 入札方法 

（１）入札者は入札説明書等に基づき入札しなければならない。この場合におい

て入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

ただし、入札書の提出後は、これらの不明を理由として異議を申し立てるこ

とはできない。 

（２）落札の決定は、安価落札方式をもって行うので、入札者は金額を記入した

入札書を提出すること。 

（３）入札金額は、消費税を除き、人件費、管理費、事務消耗品費等に要する一

切の費用を含むものとする。 

（４）入札書の提出方法 

ア 入札者は入札書（様式第２号）を作成し、封筒に入れ提出しなければな

らない。 

イ 直接提出する場合は、封筒に入れ封印し、且つその封筒に氏名（法人の

場合は、その名称又は商号）及び「令和６年１月２３日１５時開札（令和

６年度ライブリー・わたりだ給食業務委託の入札書在中）」と記載しなけ

ればならない。 

ウ 郵便により提出する場合は、入札書を中封筒に入れ、その封筒には直接

提出する場合と同様に氏名等を記載し、提出場所に受領期限までに送付し

なければならない。なお、郵便は書留郵便に限り、令和６年１月２３日

（火）１５時必着とする。また、電報、ファクシミリ、電話等その他の方

法による入札は認めない。 

エ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができ

ない。 

（５） 代理人による入札 

ア 代理人が入札する場合には、委任状（様式第３号）を作成し、入札時に

提出しなければならない。 

イ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理

人を兼ねることはできない。 
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（６）入札書の提出期限 

令和６年１月２３日（火）１５時 

（７）入札書の提出場所 

７の（４）に同じ 

（８）入札書の内訳書の提示 

ア 入札書に記載された内容に不明な点等が生じた場合、内訳書の提出を求

めることがあるので、入札に参加する者はあらかじめ内訳書を準備してお

くこと。 

イ 内訳書の様式は適宜とし、記載の内容は、数量、単価及び金額等を明ら

かにすること。 

（９）入札に関する注意事項 

ア 入札者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

イ 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価

格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めな

ければならない。 

ウ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に

開示してはならない。 

 

９ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 

（１）入札公告及び前記３（「入札参加者に必要な資格に関する事項」参照）に

示した入札参加資格のない者が提出した入札書 

（２）委任状を提出しない代理人が提出した入札書 

（３）金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書 

（４）誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書 

（５）明らかに談合によると認められる入札書 

（６）明らかに錯誤と認められる入札書 

（７）同一の入札について、２通以上提出された入札書 

（８）入札公告に示した日時までに到着していない入札書 

（９）入札者に係る資格審査が入札時までに終了しない時、または資格を有する

と認められなかった時の入札書 

（10）入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

（11）誓約書等に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書 

 

10 入札の延期等 

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に

執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又

はこれを取り止めることがある。 

 

11 開札 

（１）開札の日時及び場所 

令和６年１月２３日（火）１５時以降 

社会福祉法人ともかわさき ライブリー 
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（２）開札 

ア 開札は、希望があれば入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただ

し、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない

職員を立ち会わせて行う。 

イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場するこ

とはできない。 

ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札事務

関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札

権限に関する委任状を提示しなければならない。 

エ 入札者又はその代理人は、入札事務関係職員が特にやむを得ない事情が

あると認めた場合の外、開札場を退場することができない。 

（３）再度入札 

ア 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札

がないときは、直ちに再度入札を行う。 

イ 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この

場合、異議の申立てはできない。 

 

12 落札者の決定方法 

予定価格の範囲内で一番安価な入札者を落札者とする。 

 

13 契約書作成の要否及び契約条項 

（１）契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する契約書（案）（別紙２）

に基づく契約書を作成するものとする。 

（２）契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、

更に理事長がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 

（３）理事長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約書に記名押印

しなければ、本契約は確定しないものとする。 

（４）契約金額は、消費税を除いた総額とする。 

 

14 その他 

（１）契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。 

（２）入札者は、本入札説明書、仕様書及び契約書（案）の内容を確認、理解、

遵守すること。 

 

15 問合せ先 

社会福祉法人ともかわさき ライブリー 担当：杉浦 

〒２１０－０８３７ 神奈川県川崎市川崎区渡田１－１５－５ 

電 話 ０４４－３４４－６０８５ 

ＦＡＸ ０４４－３４４－６０８７ 

e-Mail live@tomokawasaki.or.jp 

必ず書面（ファクシミリでも可）又はｅメールで行うこと。 

  

file:///C:/Users/市田　慎一/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PTRD3G1B/live@tomokawasaki.or.jp
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別紙１ 

給食業務委託仕様書 

 

１ 件名 
令和６年度ライブリー・わたりだ給食業務委託 

 
２ 委託者 

社会福祉法人ともかわさき 
 
３ 委託施設 

障害者短期入所事業所「ライブリー」 
障害福祉サービス事業所「わたりだ」 

 
４ 委託施設住所 

〒２１０－０８３７ 川崎市川崎区渡田１－１５－５ 
 
５ 委託期間 

令和６年４月１日～令和７年３月３１日 
 
６ 給食対象人数 

ライブリー  朝食 利用者１０  職員２ 合計１２名 
（３６５日） 昼食 利用者１５  職員６ 合計２１名 

夕食 利用者１２  職員４ 合計１６名 

 
わたりだ   昼食 利用者２２  職員６ 合計２８名 
（月～金、月１回土曜日あり、年度内開所日数２５２日） 

 
７ 契約方式 

管理費制（入札対象） 
 
８ 食材料の購入 

原則的に受託者の指定業者を使用 
 
９ 給食提供時間と食数  

朝食  ７：２０～ ８：２０  １２食（利用者１０ 職員２） 
昼  １２：００～１３：００  ４９食（利用者３７ 職員１２） 
夕食 １８：００～１９：００  １６食（利用者１２ 職員４） 
土日に日中利用者１～５食程度追加になる場合がある。 

 
10 配膳方法 

盛り付されたトレーをカウンター越しに職員に手渡しとするが、運営上の必要
に応じて、委託者職員から委託者職員へ連絡のうえ変更する。 

 
11 業務責任者 

業務遂行上の受託者としての責任を負うべき業務責任者を定め、施設との連絡

調整の任に当たらせること。また、業務責任者は、注文請求額合計票、月末在庫
票を施設長に提出すること。 
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12 食品の取り扱い 
従業員は、食品の取り扱いについて次のことを守らなければならない。 

（１）食品納入後、ただちに所定の貯蔵場所に保管すること。 
（２）下処理後、調理後の食品は、床面や不潔な場所に置かないこと。また、塵

あいが混入しないように注意すること。 
（３）冷蔵庫内での保管については、適温を保ち相互感染をしないように注意す

ること。 
（４）保存食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０グラム程度に分け、

清潔な容器に密封し、専用冷凍庫にマイナス２０度以下で３３６時間（２週
間）以上保存すること。 

 

13 食器等の取扱い 
従業員は、食器・容器及び器具類等を衛生的に取り扱うために、次のことを守

らなければならない。 
（１）食器は次の要領で取り扱うものとする。 

ア 食器を蒸気または熱布にて消毒する時は、８０℃以上で２０分間以上行う。 

イ 食器を薬液にて消毒する時は、所定の場所で行い、その後十分に洗浄する。 
ウ 食器は消毒後清潔な場所に保管する。 

（２）食器及び器具類は次の要領に基づき取り扱う。 
ア まな板は、魚、肉、野菜ごとに分けて使用し、共用してはならない。ま
た、使用の都度十分に洗浄する。 

イ 器具類等で使用後分解できるものは、随時分解して清掃に努める。 

 
14 従業員の衛生管理 

従業員の衛生管理について、次のことを守らなければならない。 
（１）受託者は、従業員の必要な健康診断を実施し、結果を保管し、毎月１回以

上の検便を行い、結果報告書を速やかに委託者に提出すること。 
（２）従業員は、常に被服、頭髪、手指及び爪の清潔に留意しなければならない。 
（３）従業員が調理に着手しようとする時は、その都度手指の洗浄を行う。 
（４）従業員が調理に着手しようとする時は、作業帽、白衣、前掛け、履物等を

使用しなければならない。 
 
15 給食施設の衛生管理 

従業員は給食施設の衛生管理について、次のことを守らなければならない。 
（１）主厨房及びその周辺を常に清潔に保つように留意しなければならない。 
（２）床を常に乾燥状態に保つとともに、排水管を清掃する等に留意しなければ

ならない。 
（３）食器庫、戸棚を清潔に保ち、防鼠、防虫に努めなければならない。 
（４）残飯容器を清掃し、常に清潔に保つよう努めなければならない。 

 
16 食事の種類 
その日の利用状況により、刻み食、ミキサー食、アレルギー対応食等の特別調理
食、行事食にも対応すること。 
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別紙２ 

給食業務委託契約書（案） 
 

社会福祉法人ともかわさき（以下「甲」という。）と「           」

（以下「乙」という。）とは、短期入所事業所ライブリー並びに障害福祉サービス

事業所わたりだ（以下「施設」という。）における給食業務について次のとおり契

約を締結する 

（目的） 

第１条 甲は、施設利用者等に対する質の高い食事提供を図るため、乙に対し給食

業務を委託し、乙はこれを受託するものとする。 

２ 乙は、給食業務に当たり、施設給食の趣旨を十分認識し、別紙の仕様書に基づ

き誠実に委託業務を遂行する。 

（契約期間） 

第２条 委託業務の期間は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとする。 

（契約の更新） 

第３条 甲及び乙は、この契約の更新について異議のないときは、契約期間終了の

翌日から１年間委託業務を契約したものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の委託業務の契約更新について疑義のあるとき、又は契約内

容の一部を改正する必要が生じた場合には、契約期間終了の６０日前までに相手

方に申し出なければならない。 

（保証金） 

第４条 契約保証金は設けない。 

（業務の委託料及びその支払） 

第５条 甲は、乙に対し業務を履行するための委託料として年額      円

（消費税を除く）を乙に支払う。 

２ 乙は、甲に対し当月１日より当月末日までの業務委託料を翌月１０日までに請

求する。甲は、乙の適正な請求書受理後３０日以内に乙の指定する銀行等の口座

に当該委託料を振り込むものとする。 

（業務遂行上の注意事項） 

第６条 食材の仕入れは、乙の責任において行うものとするが、品質・鮮度等につ

いて十分に留意し、適正な給食材料を確保する。 

２ 乙は、食材の保管・管理を行うに当たっては、品質管理・衛生管理等に十分留

意し、腐敗した物を使用することなどないようにする。 

３ 乙は、調理・盛り付け・配膳を行うに当たっては、献立表を遵守し、所要の栄

養量が確保されるようにすると共に、衛生状態等に十分留意する。 

４ 乙は、予定食数並びに給食提供時間に基づき、給食作業時間・配膳時間・下膳

時間を遵守する。 

５ 乙は、仕様書に基づき、検査用及び保存用の給食を用意すること。保存は最低

３３６時間行うこと。 

６ 乙は、検食用の給食を都度、甲に提供し、甲は施設長等が検食を行う。 

７ 乙は、調理室などの清潔を保つ必要のある場所に、関係者以外の者をみだりに

立ち入らせない。 

８ 甲の乙に対する指揮・監督は、乙の本部責任者、業務責任者に対し行うものと

し、乙の従業員個々に対しては行わない。 
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９ 乙は、乙の従業員（臨時の従業員を含む）を指揮・監督し、業務の実行につい

て関係法令その他、甲の定める規範に違反することのないよう十分留意する。 

１０ 乙は、甲が必要とする場合は、委託業務の実施状況その他の書類を提出しな

ければならない。 

１１ 乙は、甲に対する行政の立ち入り検査に対して協力する。 

（責任者） 

第７条 乙は、甲の施設内における乙の責任者として業務責任者を配置する。 

（従業員） 

第８条 乙は、仕様書に基づき委託業務に必要な従業員を配置しなければならない。 

２ 乙は、甲に従業員の名簿を提出し、名簿に変更が生じた場合はすみやかに再提

出しなければならない。 

３ 調理業務に従事する従業員の大半は、当該業務について相当の経験を有する者

を配置すること。 

４ 乙は、やむなく従業員を変更しようとする場合は、業務の質の低下を招かない

よう配慮すること。 

５ 甲は、乙の従業員で不適格と認めた場合は、その理由を付し、乙に申し出るこ

とが出来るが、その変更等の権限は乙に属するものであること。 

（衛生管理） 

第９条 乙は、乙の従業員に対する衛生面及び技術面等の研修・訓練を系統的、定

期的に実施する。 

２ 乙は、乙の従業員に対する健康診断（年１回）及び検便（１１月から４月は月

１回、５月から１０月は月２回）を定期的に実施する。 

３ 乙は、前項の健康診断及び検便の実施結果を甲に報告する。 

４ 乙は、食事業務に対し事故防止のため、衛生管理に万全を期すとともに、乙の

従業員の健康管理に努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第１０条 乙及び乙の従業員（臨時の従業員を含む）は、本業務上知り得た秘密

（個人に関する情報を含む）については漏らしてはならない。本業務を退いた後

も同様とする。 

（設備の貸与及び保守） 

第１１条 甲は、乙に対し給食施設の使用及び給食施設を貸与するものとし、乙は、

甲に対し貸与された給食設備について責任をもって管理するものとする。 

２ 乙は、給食設備を持ち込む場合は事前に甲の許可を得るものとする。 

３ 乙は、使用を許可された給食設備及び貸与された給食設備に修理等の必要が生

じた場合は、甲に申し出ることとし、甲がその必要性を認めた時は甲の責任にお

いて修理を行うものとする。 

（事故に対する対処） 

第１２条 乙は、当該職場の秩序を守り、火災・盗難等の防止及び労働安全に努め

なければならない。 

２ 給食施設内で、火災・盗難・労働災害が発生した場合は、乙はやかに甲に届け

出るとともに、監督官庁に通報し甲及び監督官庁の指示に従う。 

３ 提供食事に起因すると予想される食中毒等の事故が発生した場合は、甲はすみ

やかに乙に通知するとともに、監督官庁に通報し、監督官庁の指示に従う。 
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（損害賠償） 

第１３条 乙は、委託業務の遂行に当たり、乙の責任で法定伝染病又は食中毒の事

故が発生した場合及び契約に定める義務を履行しないため 施設に損害を与えた

場合には 損害賠償の責に任ずること。ただし、甲の責任に帰す場合はこの限り

ではない。 

（権利の譲渡禁止） 

第１４条 乙は、この契約により生じた権利業務を第三者に譲渡してはならない。

また、業務の代行を除き、再委託、貸与された施設・設備の転貸しをしない。 

（業務の代行） 

第１５条 乙は、火災、労働争議、業務停止の事情により、その業務の全部または

一部の遂行が困難となった場合の保障のため、あらかじめ業務の代行者を指定し

ておくものとする。 

（契約の解除） 

第１６条 甲または乙が、契約期間中に本契約を解除しようとするときは、３ヶ月

前までに相手方に申し出ることとする。但し、次の各項に該当した場合は何等の

催告を要すること無く即時本契約を解除することができることとする。 

（１）この契約を誠実に履行しないとき又は履行する見込みがないと甲が認めると

き。 

（２）この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。 

（３）行政庁の処分を受けたとき。 

（４）銀行取引を停止されたとき。 

（５）前各号のほか、この契約の条項又はこれに基づく仕様書に違反したとき。 

２ 甲が前項但し書により契約を解除したときは、乙は契約金の１０分の１を違約

金として甲に支払うものとする。 

（定めのない事項） 

第１７条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、

甲、乙誠意をもって協議し決定するものとする。 

 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、それ

ぞれ１通を所持する。 

 

 

令和６年４月１日 

甲（委託者）神奈川県川崎市中原区上平間１５６４番地１２ 

社会福祉法人ともかわさき 

理事長 桑 原 賢 治   印 

 

 

乙（受託者） 

 

              印 

 

 

  



 

 

(様式第１号） 

誓約書兼入札参加申込書 

 

令和  年  月  日 

 

社会福祉法人ともかわさき 理事長 桑原 賢治 様 

 

住    所 

 

 

商号又は名称 

代表者氏名 

(代理人氏名)              印 

 

 

令和６年１月１６日付けで公告のあった「令和６年度ライブリー・わたりだ給食

業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり誓約し、当該入札に参加いた

します。 

記 

１ 本件の入札説明書に従い手続きを行うこと。 

２ ２０２３年１２月現在において、神奈川県内の障害者施設における給食業務委

託の実績があること。 

３ 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこ

と。 

４ 厚生労働省作成の「大量調理施設管理マニュアル」に準じる自社の衛生管理マ

ニュアルに基づき調理業務を行っていること。 

５ 各省庁及び政府関係法人、地方自治体等から取引停止又は指名停止処分等を受

けていない者（理事長が特に認める場合を含む。）であること。 

６ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり適正な契

約の履行が確保される者であること。 

７ 過去３年の間に集団給食業務において、食中毒による営業停止を受けていない

こと。 

８ 常時、安全で安心な食料の確保ができること。 

（注意） 

１ 提出年月日は、必ず記入のこと。 

２ （ ）内は代理人が入札するときに使用し、この場合、代表者の印は不要とす

る。 

３ 印は、外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者（代理人をもって入札

に参加する場合には代理人）の署名をもって代えることができる。 

４ 用紙の大きさはＡ４（縦）とする。 

  



 

 

（様式第２号） 

 

 

入 札 書 

 

 

金                    円也 

 

 

件名   令和６年度ライブリー・わたりだ給食業務委託  

 

上記について、入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

社会福祉法人ともかわさき 理事長 桑原 賢治 様 

 

 

 

住    所 

 

 

商号又は名称 

代表者氏名 

(代理人氏名)             印 

 

 

 

（注意） 

１ 提出年月日は、必ず記入のこと。 

２ （ ）内は、代理人が入札するときに使用すること。この場合、代表者の印は

不要とする。 

３ 印は、外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者（代理人をもって入札

に参加する場合には代理人）の署名をもって代えることができる。 

４ 用紙の大きさは、Ａ４（縦）とする。 

  



 

 

（様式第３号） 

 

 

委 任 状 

 

  私は         を代理人と定め、社会福祉法人ともかわさきの 

 発注する令和６年度ライブリー・わたりだ給食業務委託に関し、下記の権限を

委任します。 

 

記 

 

入札及び見積に関する一切の権限 

 

代理人使用印鑑 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

社会福祉法人ともかわさき 理事長 桑原 賢治 様 

 

 

住    所 

 

商号又は名称 

代表者氏名              印 

 

 

（注意） 

１ 提出年月日は、必ず記入のこと。 

２ 印は、外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者（代理人をもって入札

に参加する場合には代理人）の署名をもって代えることができる。 

３ 用紙の大きさは、Ａ４（縦）とする。 

 


